
○ 電 波 法 施 行 規 則 第 三 十 三 条 の 規 定 に 基 づ く 無 線 従 事 者 の 資 格 を 要 し な い 簡 易 な 操 作 を 定 め る 件 （ 平 成 二 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 四 十 号 ） の 一 部 を 改 正

す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

一 ～ 二 （ 略 ） 一 ～ 二 （ 略 ） 

三 施 行 規 則 第 三 十 三 条 第 八 号 の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 簡 易 な 操 作

は 、 次 の と お り と す る 。 

三 施 行 規 則 第 三 十 三 条 第 八 号 の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 簡 易 な 操 作

は 、 次 の と お り と す る 。 

１ ～ ５ （ 略 ） １ ～ ５ （ 略 ） 

６ 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 外 部 の 転 換 装 置 の 技 術 操 作 
 ㈠ ～ ㈡ （ 略 ） 

㈢ 昭 和 五 十 五 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 二 十 九 号 （ 無 線 航 行 の た め の

レ ー ダ ー で 無 線 設 備 規 則 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合

理 で あ る も の 及 び そ の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る レ ー ダ ー （ 法 第 四 条 第 二 号 の 適 合 表 示 無 線 設 備 で あ っ

て 、 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ す 外 部 の 転 換 装 置 の な い も の に 限 る 。

㈣ に お い て 同 じ 。 ） 

㈣ 第 一 項 に 掲 げ る 無 線 局 、 施 行 規 則 第 三 十 三 条 第 六 号 ⑴ か ら ⑷

ま で に 掲 げ る 無 線 局 の 無 線 設 備 又 は レ ー ダ ー で あ っ て 、 無 線 設

備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 七 年 八 月 九 日 総 務 省 令 第

一 一 九 号 。 ㈣ に お い て 「 平 成 十 七 年 改 正 省 令 」 と い う 。 ） に よ る

改 正 前 の 設 備 規 則 の 条 件 に よ り 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に

規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 若 し く は 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一

項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 又 は 法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 二 項 に

規 定 す る 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 に よ り 平 成 二 十 九 年 十 一 月 三 十

６ 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 外 部 の 転 換 装 置 の 技 術 操 作 
 ㈠ ～ ㈡ （ 略 ） 

㈢ 昭 和 五 十 五 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 二 十 九 号 （ 無 線 航 行 の た め の

レ ー ダ ー で 無 線 設 備 規 則 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合

理 で あ る も の 及 び そ の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る レ ー ダ ー で あ っ て 、 法 第 四 条 第 二 号 の 適 合 表 示 無 線 設

備 で あ る も の （ 電 波 の 質 に 影 響 を 及 ぼ す 外 部 の 転 換 装 置 の な い

も の に 限 る 。 ） 

別
紙
１

 



日 ま で の 間 に 平 成 十 七 年 改 正 省 令 に よ る 改 正 前 の 設 備 規 則 の 条

件 に よ り 表 示 が 付 さ れ た も の で あ っ て 、 平 成 十 七 年 改 正 省 令 に

よ る 改 正 後 の 設 備 規 則 の 条 件 に 適 合 し た も の （ 電 波 の 質 に 影 響

を 及 ぼ す 外 部 の 転 換 装 置 の な い も の に 限 る 。 ） 

  
  

   附  則 
 こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 


	01 報道資料
	02 別紙１　告示240号_新旧
	03 別紙２　告示471号新旧

